
郷土の古文書
「その１２ 奉公人請状之事」

解説

奉公人請状は、奉公人側が雇主へ提出した身元保証書です。

その内容は、奉公人名、年季の年限、給金（大体前渡し金）、仕着（衣類のこと、奉公人が年間使う夏冬の着物等）のこ
し き せ

と、奉公人の逃亡や長煩いの時の始末、また、江戸時代はキリスト教禁止のため、すべての人がいずれかの寺院の檀家とな

っていたが、それを証明するため、どこの寺の檀家であるか等記載しなければなりませんでした。ここに掲げた文書は、檜
ひの

原村人里のとめという女性が、五日市の善吉郎宅に奉公に出された時のもので、人主角之助は多分、とめの父親か兄弟とい
はら へんぼり

うのが通常ですが、この文書からは確認できません。請人忠蔵はその保証人で連判で差し出したものです。

奉公人の出替りは、すべて２月に行われました。
で がわ
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